
＜次世代法に基づく行動計画との一体的な策定及び届出＞

女性活躍推進法に基づく行動計画と次世代法に基づく行動計画との一体的な策定及び届出については、両
法に定める要件をいずれも満たし、かつその計画期間を同一とする場合に、両法に基づく行動計画を一体
的に策定、届出ができます。

策定届については、以下の次世代法・女性活躍推進法一体型様式により、一体として届出できますので、
記入例についてご紹介します。

１ 男女別の労
働者数及び有期
契約労働者の数
を記入してくだ
さい。

届出を行う一般事
業主の氏名（記名
または自筆による
署名）または名称、
主たる事業、住所、
電話番号を記入し
てください。

法人の場合は、法
人の名称、代表者
の氏名（記名また
は自筆による署名
）、主たる事業、
主たる事務所の所
在地及び電話番号
を記入してくださ
い。

６ 女性活躍推
進法に基づく行
動計画と次世代
法に基づく行動
計画を別々に策
定している場合
も一体型での届
出が可能です。
（ただし計画期
間は同一である
場合に限ります
。）女性活躍推
進法に基づく行
動計画と次世代
法に基づく行動
計画を別々に策
定している場合
で、行動計画の
公表日が異なる
場合は、欄外を
利用し、２つの
公表日が分かる
ように記載して
ください。
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５ 該当するも
のに○をつけて
ください。

10及び11

認定（トライくる
みん・くるみん）
又は特例認定（プ
ラチナくるみん）
を希望するかどう
かについて、該当
するものに○をつ
けてください。

なお、ここで｢無｣
に○をつけた場合
でも、認定申請及
び特例認定申請が
できなくなるわけ
ではありません。





以下、第１号様式と同様。

13（３）

常時雇用する労働
者数301人以上の
事業主は、令和４
年７月８日以後、
最初に終了する事
業年度の実績を、
その次の事業年度
の開始後おおむね
３か月以内に公表
する必要があり、
情報公表を行った
後の一般事業主行
動計画の策定・変
更にあたり、男女
の賃金の差異の状
況把握を行う必要
があります。

男女の賃金の差異
の状況把握を行っ
た場合、済に○を
つけ、把握した事
業年度を記入して
ください。

各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性の役割、雇用管理区分ごとの労働者の月ごとの
平均残業時間数等の労働時間の状況

３ ８ １ ４ ７ 31

管理職（課長級以上）に占める女性労働者の割合を30%以上にする。

①

②

全社員の残業時間を月平均20時間以内とする。

14（１）

達成しようと
する目標（数
値目標で代表
的なもの）の
内容を記載し
てください。

常時雇用する
労働者数301
人以上の事業
主は、 (ⅰ)と
(ⅱ)の両方を
記載し、目標
の分類番号

（下記表の①
又は②）を記
入してくださ
い。


